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消
費
税
法
改
正
に
伴
う

上
下
水
道
料
金
等
の
改
定
に
つ
い
て

◎
課
税
の
対
象
・
課
税
額
の
構
成

　

国
民
健
康
保
険
税（
国
保
税
）は
、

加
入
世
帯
ご
と
に
世
帯
主
に
課
税

さ
れ
ま
す
。
課
税
額
は
、
次
の
４

つ
の
合
計
に
よ
り
構
成
さ
れ
ま
す
。

＊
所
得
割
額　

加
入
者
の
前
年
の

　

所
得
に
応
じ
て
計
算
し
ま
す
。

＊
資
産
割
額　

加
入
者
の
固
定
資

　

産
税
額
に
応
じ
て
計
算
し
ま
す
。 

＊
均
等
割
額　

加
入
さ
れ
て
い
る

　

方
に
対
し
て
、
１
人
当
た
り
の

　

定
額
が
か
か
り
ま
す
。

＊
平
等
割
額　

加
入
さ
れ
て
い
る

　

世
帯
に
対
し
て
、
１
世
帯
当
た

　

り
の
定
額
が
か
か
り
ま
す
。

◎
納
期
・
納
付
の
方
法

　

美
浦
村
の
国
保
税
は
、
４
月
か

ら
偶
数
月（
年
６
回
）が
納
期
と
な

っ
て
お
り
、
次
の
い
ず
れ
か
に
よ

り
納
付
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

◇
特
別
徴
収　

世
帯
主
の
公
的
年

　

金
か
ら
天
引
き
で
徴
収
さ
れ
る

　

も
の
で
、
次
の
要
件
を
す
べ
て

　

満
た
す
方
が
対
象
で
す
。

・
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
加
入

　

者
で
、
同
世
帯
の
国
保
加
入
者

　

全
員
が
６５
歳
以
上
７５
歳
未
満

・
世
帯
主
が
受
給
し
て
い
る
年
金

　

の
年
額
が
１８
万
円
以
上
の
額

・
世
帯
主
が
介
護
保
険
料
の
特
別

　

徴
収
の
対
象
者

・
国
保
税
と
世
帯
主
本
人
の
介
護

　

保
険
料
の
合
計
が
、
世
帯
主
の

　

年
金
給
付
額
の
２
分
の
１
以
下

◇
普
通
徴
収　

納
付
書
や
口
座
振

　

替
に
よ
り
世
帯
主
が
直
接
納
付

　

す
る
も
の
で
、
特
別
徴
収
に
よ

　

り
国
保
税
を
納
付
し
て
い
な
い

　

方
が
対
象
で
す
。

　

国
保
税
の
課
税
内
容
の
う
ち
、

所
得
割
は
前
年
の
加
入
者
の
所
得

に
応
じ
て
算
定
し
ま
す
が
、
個
人

の
所
得
の
確
定
は
６
月
頃
に
な
る

た
め
、
国
保
税
課
税
額
が
確
定
す

る
の
は
７
月
以
降
と
な
り
ま
す
。

　

課
税
額
確
定
に
よ
り
過
納
付
額

が
発
生
し
た
場
合
は
、
還
付
ま
た

は
他
の
未
納
額
に
充
当
さ
れ
ま
す
。

◎
仮
徴
収
・
暫
定
賦
課

　

国
保
税
課
税
額
の
確
定
前
に
到

来
す
る
納
期
の
納
税
額
は
、
暫
定

的
に
前
年
度
の
国
保
税
を
元
に
算

出
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
特
別
徴
収

で
は
「
仮
徴
収
」、普
通
徴
収
で
は

「
暫
定
賦
課
」
と
呼
び
ま
す
。

◇
特
別
徴
収
の
仮
徴
収　

４
・
６

　

・
８
月
の
公
的
年
金
か
ら
特
別

　

徴
収
さ
れ
る
１
・
２
・
３
期
の

　

国
保
税
が
仮
徴
収
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
合
計
額
を
７
月
以
降
に
決

　

定
す
る
課
税
額
か
ら
差
し
引
い

　

た
残
額
が
、
１０
月
以
降
の
年
金

　

か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
ま
す
。

【
仮
徴
収
額
の
算
定
方
法
】
①
ま

　

た
は
②
の
額
×
３

①
平
成
２６
年
２
月
現
在
で
特
別
徴

　

収
の
方
…
平
成
２５
年
度
の
第
６

　

期（
２
月
）の
納
税
額

②
平
成
２６
年
４
月
か
ら
特
別
徴
収

　

と
な
る
方
…
平
成
２５
年
度
課
税

　

額
（
年
度
途
中
加
入
者
は
月
割

　

課
税
額
の
合
計
で
は
な
く
１
年

　

間
課
税
し
た
場
合
の
額
）
÷
６

　

の
額　

※
１
０
０
円
未
満
切
捨

◇
普
通
徴
収
の
暫
定
賦
課　

４
・

　

６
月
納
期
の
１
・
２
期
の
国
保

　

税
が
暫
定
賦
課
と
し
て
課
税
さ

　

れ
ま
す
。
こ
の
合
計
額
を
８
月

　

に
決
定
す
る
課
税
額
か
ら
差
し

　

引
い
た
残
額
が
、
８
月
の
３
期

　

以
降
に
課
税
さ
れ
ま
す
。　

【
暫
定
賦
課
額
の
算
定
】
仮
徴
収

　

額
の
算
定
方
法
②
の
額
×
２

お問合せ
国保年金課国保係

国民健康保国民健康保険

お問合せ
国保年金課年金係

国民年国民年金

　

平
成
２６
年
度
（
平
成
２６
年
４
月

〜
平
成
２７
年
３
月
）
の
国
民
年
金

保
険
料
は
、
月
額
１
万
５
２
５
０

円
（
前
年
度
か
ら
月
額
２
１
０
円

引
き
上
げ
）
に
な
り
ま
し
た
。
な

お
、
付
加
保
険
料
は
月
額
４
０
０

円
で
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
年
度
１２
カ
月
分
の
保
険
料
を

４
月
３０
日
ま
で
に
現
金
で
納
付
す

る
と
、
３
２
５
０
円
の
割
引
と
な

り
、
１７
万
９
７
５
０
円
に
な
り
ま

す
。（
１
年
前
納
）

　

ま
た
、
４
月
か
ら
９
月
ま
で
の

半
年
分
を
４
月
３０
日
ま
で
に
現
金

で
納
付
す
る
と
、
７
４
０
円
の
割

引
と
な
り
、
９
万
７
６
０
円
に
な

り
ま
す
。
な
お
、
１０
月
か
ら
翌
年

３
月
ま
で
の
半
年
分
に
つ
い
て
も

同
様
の
割
引
と
な
り
、
年
間
に
す

る
と
、
１
４
８
０
円
の
割
引
と
な

り
ま
す
。（
６
カ
月
前
納
）

　

こ
の
他
、
任
意
の
月
か
ら
年
度

末
ま
で
の
分
を
前
納
す
る
こ
と
も

可
能
で
す
。
詳
し
く
は
、
土
浦
年

金
事
務
所
（
☎
８
２
４

－

７
１
２

１
）
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

毎
月
の
保
険
料
は
、
通
常
翌
月

末
が
納
期
限
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

当
月
末
に
金
融
機
関
等
の
口
座
か

ら
引
き
落
と
す
早
割
制
度
で
納
付

す
る
と
、
月
額
５０
円
の
割
引
と
な

り
ま
す
。
な
お
、
残
高
不
足
で
口

座
か
ら
引
き
落
し
が
出
来
な
か
っ

た
場
合
は
割
引
が
な
く
な
り
、
通

常
の
口
座
振
替
に
切
り
替
わ
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
口
座
振
替
に
も
前
納
割

引
制
度
（
２
年
前
納
を
含
む
）
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
土
浦
年
金

事
務
所（
☎
８
２
４

－

７
１
２
１
）

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

現
金
払
い
に
よ
っ
て
納
付
す
る

場
合
と
同
様
の
前
納
割
引
制
度
は

適
用
さ
れ
ま
す
が
、
口
座
振
替
の

早
割
制
度
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

平
成
２６
年
度
の
国
民
年
金

  

保
険
料
が
決
定
し
ま
し
た

国
民
健
康
保
険
税
の

  　
　
　

 

課
税
の
仕
組
み

《
現
金
払
い
に
よ
る
割
引
》

《
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
に

  

よ
る
割
引
》

《
口
座
振
替
に
よ
る
割
引
》

国
保
税
課
税
額
の
確
定
時
期

と
確
定
前
の
賦
課
の
仕
組
み

国
保
税
課
税
額
の
確
定
時
期

国
保
税
課
税
額
の
確
定
時
期

と
確
定
前
の
賦
課
の
仕
組
み

と
確
定
前
の
賦
課
の
仕
組
み

国
保
税
課
税
額
の
確
定
時
期

と
確
定
前
の
賦
課
の
仕
組
み

国
民
年
金
保
険
料
の

　
　
　

様
々
な
割
引
制
度

国
民
年
金
保
険
料
の

　
　
　

様
々
な
割
引
制
度


